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※新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、
一部の相談は電話対応のみとなります。
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２７

ワンポイント！介護講習会

とき　９月２５日(金) 、午後２時～３時

ところ　金剛連絡所

内容　着替えの介助やベッドから車い

すへの移動・移乗介助をテーマに、介

護技術などを学ぶ

定員　１５人　受講料　無料

持ち物　上靴、飲み物

申し込み　９月２３日(水) までに、高齢介

護課（内線１９７）へ（申し込み多数の場

合抽選）

認知症介護家族の交流会

とき　９月２３日(水) 、午後１時３０分～３

時３０分　

ところ　市役所

内容　薬剤師による講話「おくすりに

ついて知ろう」、情報交換会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族（認知症の人が市内在住

の場合は市外の家族も可）　※認知症

の人もぜひ一緒に参加してください。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　９月７日(月) ～１７日(木) に、高

齢介護課（内線１９６）へ（申し込み先着順）

市生活支援サービス従事者研修
受講者募集

　介護に関する資格がなくても、この

研修を受講し、市が指定する訪問介護

事業所に雇用されることで、「生活支援

サービス従事者」として掃除や買い物

など生活支援サービスを提供する仕事

に就くことができるようになります。

とき　１０月６日～１１月１０日の火曜日、

午後１時～午後４時１０分（全５回）

ところ　金剛連絡所

対象者　市内在住で本市に住民登録を

している人

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　９月２９日(火) （午前９時～午

後５時３０分）までに、今城クリニック

花笑み〔察(５５)３３５３〕へ（申し込み多

数の場合抽選）

※９月１５日(火) 、午後１時３０分～と午後

３時～、金剛連絡所で研修内容につい

ての説明会を開催します。参加を希望

される人は、９月１１日(金) までに今城ク

リニック花笑みへお申し込みください。

 

防衛大学校学生などの募集

①防衛大学校学生＝修学年限４年、卒

業後１年で幹部に任官　

②防衛医科大学校医学科学生＝修学年

限６年、医師免許取得

③防衛医科大学校看護学科学生＝修学

年限４年、看護師免許取得

④自衛官候補生＝所要の教育を経て、

３カ月後に２等陸・海・空士に任用

応募資格　①～③は日本国籍を有する

高卒（見込み含む、１８歳以上）～２１歳

未満の人、④は日本国籍を有する１８歳

以上３３歳未満の人　※受け付け期間な

ど詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔察(２４)３７９９・鯖(２４)３９９９〕

 

無料公証相談

とき　１０月５日(月) 、午後１時～４時

ところ　市役所

内容　遺言、任意後見、離婚に伴う養

育費の支払い、金銭消費貸借、土地建

物の賃貸借契約などの公正証書作成に

関する相談や離婚時の年金分割の合意

書、会社定款、確定日付などの相談　

定員　６人

申し込み　９月７日(月) ～、都市魅力課

（内線１８２）へ（申し込み先着順）

問い合わせ　上六公証役場〔察０６(６７６３)３６４８〕

ものわすれ相談のご利用を

　９月はアルツハイマー月間です。も

のわすれなどの気掛かりな症状や認知

症の予防、認知症の人への対応方法な

どの相談をほんわかセンターの看護職

がお伺いします。また、タッチパネル

式のパソコンを使った「ものわすれ健

診」も実施します。

とき　①９月１０日(木) 、②１１日(金) 、いず

れも午前１０時～１１時３０分

ところ　①中央図書館、②金剛図書館

参加費　無料（当日、直接会場へ）

問い合わせ　高齢介護課（内線１８３、１９６）

募　集

相　談

 

膝腰痛改善教室

とき　１０月１６日～３０日の毎週金曜日、

午後１時３０分～３時３０分（全３回）

ところ　けあぱる

内容　整形外科医による講義、膝痛や

腰痛の改善に向けて普段から取り組め

る簡単な運動や食事のポイントを紹介

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　１７人　参加費　無料

申し込み　１０月６日(火) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

若さ・健康・体力アップ教室

とき　１０月２日～１１月１３日の毎週金曜

日、午前９時４５分～１１時４５分（全７回）

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイントなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　９月２２日(祝) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

介護予防サポーター養成講座

　介護予防の知識（運動、栄養、 口  腔 機
こう くう

能など）を「笑顔はつらつ教室（地域介

護予防普及教室）」で指導する同サポー

ター（有償ボランティア）を養成します。

とき　１０月５日～１１月１６日の毎週月曜

日（１０月２６日を除く）、午前１０時～午後

４時（全６回）

ところ　市役所、総合福祉会館、市消

防本部

対象者　市内在住・在勤のおおむね７４

歳以下で、講座修了後、同教室で実習

を受け、「市介護予防サポーターの会

（健やかスマイル）」に入会し、同教室

で指導できる人　

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　９月２３日(水) までに、高齢介

護課（内線１９６）へ（申し込み多数の場

合抽選）

講座・催し

※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。
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各施設の電話番号は３５ページをご覧ください

障がい者レクリエーション等
活動支援事業の利用者とボラ
ンティアを募集

　ＮＰＯ法人一歩の会では、市から同

支援事業を受託し、障がいのある人に

体力増強の機会や情報交換・交流の場

を提供するため、ハイキングやイベン

トなどを実施しています。

　現在、同支援事業の利用者とボラン

ティアとして参加していただける人を

募集しています。事業内容や対象者な

ど詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　ＮＰＯ法人一歩の会内

地域活動支援センター「紙ひこうき」

〔察・鯖(３０)３１１０〕

献血にご協力を

とき・ところ　９月２７日(日) 、午前１０時

～午後２時＝喜志西小学校、久野喜台

小学校、２９日(火) 、午前１０時～正午、午

後１時～４時３０分＝市役所

※献血を受けていただける条件など詳

しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔察(２５)

８２６１〕

 

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金の支給には請求

手続きが必要です

　年金生活者支援給付金は、公的年金

などの収入や所得が一定基準額以下の

年金受給者の生活を支援するために、

年金に上乗せして支給されるもので

す。なお、支給を受けるには請求手続

きが必要です。対象者には案内を送付

します。

対象者

○老齢基礎年金受給者

次の要件を全て満たしている人

・６５歳以上であること

・世帯全員が住民税非課税であること

・前年の公的年金などの収入額とその

他所得額の合計が約８８万円以下である

こと

○障害基礎年金・遺族基礎年金受給者

・前年の所得額が約４６２万円以下の人

国民年金

●年金生活者支援給付金額改定に伴う

通知書を送付しています

　年金生活者支援給付金の給付基準額

は、物価の変動に応じて改定されます。

　令和２年度は昨年度から０.５㌫引き上

げられました。

　これに伴い、支給金額や振り込み日

などをお知らせする通知書を送付して

います。

問い合わせ　ねんきんダイヤル〔察０５７０

(０５)１１６５〕（０５０で始まる電話からかけ

る場合は〔察０３(６７００)１１６５〕）

※受付時間は、月曜日（祝日は除く）

＝午前８時３０分～午後７時、火～金曜

日（祝日は除く）＝午前８時３０分～午

後５時１５分、第２土曜日＝ 午前９時３０

分～午後４時（月曜日が祝日の場合は、

翌日以降の開所日初日に午後７時まで

相談をお受けします）

※日本年金機構や厚生労働省が、口座

番号をお聞きしたり、手数料などの金

銭を求めたりすることはありませんの

でご注意ください。

 

水道管の漏水調査にご協力を

　令和３年２月末まで、加太、青葉丘、

新青葉丘町、五軒家、桜ケ丘町、美山

台、向陽台、藤沢台、小金台、津々山

台、甲田、新家、宮甲田町、大字錦織、

錦織北、錦織南、錦織東、錦織中、東

板持町、山手町、彼方、高辺台、久野

喜台、寺池台、廿山、金剛伏山台、金

剛錦織台、伏山の各地区で水道管の漏

水調査を実施します。

　この調査では各家庭の水道メーター

付近で漏水の有無を調べる必要がある

ため、「水道事業」の腕章を着けた調査

員が、声を掛けさせていただいた上で

敷地内へ立ち入り、

作業させていただき

ます。

　貴重な水道水を無

駄にしないために、

また漏水による道路

の陥没などを防ぐために必要な調査で

すので、ご協力をお願いします。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、２９５）

上下水道

水道の漏水にご注意ください

　水道水の使用量が増える原因には、

使用状況の変化や漏水の発生などが考

えられます。

　特に漏水は、初めのうちはわずかで

も、その量は日ごとに多くなっていき

ます。これが続くと、貴重な水が無駄

になり料金も高額になります。水道

メーターを確認し、水道を使用してい

ないのにパイロットが

回転しているときは、

漏水の疑いがあります

ので、お知り合いの市

指定業者または市管工

事業協同組合〔察０１２０(０３２)４９７〕へご

相談ください。

 

新たな通い場「い・こ・か」

　ロコトレや創作活動などを楽しみな

がら、一緒に過ごしませんか。

とき　１０月８日、２２日、１１月５日、１９

日、１２月３日、１７日の木曜日、午後１

時～３時（全６回）

ところ　かがりの郷

対象者　介護予防に関心がある６５歳以

上の人　定員　１０人

参加費　１回３００円（当日徴収）

持ち物　上靴、飲み物

申し込み　９月８日(火) 、午前９時～、

かがりの郷へ（申し込み先着順、電話

申し込み可）

Ｕｐ！もりもり教室

　体力不足に悩んでいるけど、どんな

体操や運動をしたらよいか分からない

人はぜひ参加ください。

とき　１０月６日(火) 、２０日(火) 、１１月１７日

(火) 、午後１時～２時３０分

ところ　かがりの郷

対象者　市内在住の６０歳以上の人

定員　各１５人

参加費　１回３００円（当日徴収）

持ち物　上靴、飲み物、タオル

申し込み　９月７日(月) 、午前９時～、

かがりの郷へ（申し込み先着順、電話

申し込み可）

講座・催し

２８※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。
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土地の利用変更や家屋の新築・
増築、取り壊しをした場合は届
け出を

　宅地や農地、山林を駐車場や資材置

き場などに利用される場合や、元に戻

された場合は、課税方法、税額が変わ

りますので届け出てください。

　また、家屋の新築や増築、取り壊し

をされた場合も必ず届け出をしてくだ

さい。

　なお、倉庫や物置なども課税の対象

となる場合があります。

　いずれも法務局で、土地については

地目変更登記、家屋については表題・

滅失登記を済まされた場合は必要あり

ません。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

税
家屋の一斉調査にご協力を

　税の公平性を図るため、既存家屋の

増改築や取り壊しなどの変更の有無を

確認する一斉調査を実施します。

　調査員が訪問したときは、ご協力を

お願いします。調査員は「固定資産評

価補助員証」を携帯しています。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１５）

新型コロナウイルス感染症な
どの影響により市税の納付が
困難な人へ

　新型コロナウイルス感染症などの影

響により、市税の納付が困難な場合に

は、納税を猶予する制度があります。

　詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　収納管理課（内線１２１～

１２４）

 

日本赤十字社活動資金募集への
ご協力ありがとうございました

　各地区の赤十字奉仕団、町会（自治

会）、募金委員をはじめ多くの皆さんの

温かいご理解と積極的なご協力によ

り、これまでに２６４万２１３３円の募金を

お寄せいただきました。皆さんに厚く

お礼申し上げます。

　なお、日本赤十字社活動資金は年間

を通じて受け付けていますので、引き

続き日赤事業の充実強化と発展にご支

援をいただきますようお願いします。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８８）

福　祉

長寿祝賀品の受け取り手続きを

　本市では、長年、社会の発展に尽く

してこられた高齢者に感謝し、長寿を

お祝いするため、長寿のお祝い品とし

て本市の名産品を贈呈しています。

対象者　９月１日現在で、本市に引き

続き３カ月以上居住し、住民登録をし

ている８０歳以上の人

実施方法　９月上旬に対象者に対して

案内を送付します

問い合わせ　高齢介護課（内線１９７）

難病患者見舞金の申請を

　難病などにより、指定難病、特定疾患、

指定疾患、小児慢性特定疾病の認定を

受けている人に見舞金を支給します。

対象者　９月１日現在、次の全てに該

当する人

・指定難病、特定疾患、指定疾患、小

児慢性特定疾病により医療受給者証の

交付を受けている人

・本市に引き続き１年以上居住し、住

民登録をしている人　

※ただし、障がい者（児）給付金の支

給を受けている人や福祉施設などに入

所されている人は除きます。　

支給額　年額５０００円（１１月中に指定の

口座に振り込みます）

申し込み　９月３０日(水) までに、印鑑、

９月１日現在有効な医療受給者証（特

定疾患医療受給者証、特定医療費（指

定難病）受給者証など認定の証明がで

きるもの）、本人もしくは保護者の預金

通帳（写し可）を持参し、障がい福祉

課または金剛連絡所へ

問い合わせ　障がい福祉課(内線１９２、１９３)

２９

※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔察０７２(３６８)１２２７・鯖０７２(３６８)１２２８〕へ。

※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。
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